
魚津市告示第19号 

 

公営費用納付額についての一部改正について 

公営費用納付額について（平成28年魚津市告示第12号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

令和６年２月16日 

 

魚津市長　　村椿　晃 

 

 

 



 

 改正後 改正前

 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第121条の規定により候補者等が納付

すべき費用の額を次のように定めたので、公表する。

公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第121条の規定により候補者等が納付

すべき費用の額を次のように定めたので、公表する。

 　【別記】 　【別記】



【別記】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改正後 

 施設の名称 建物の屋室 会場の面積

（平方メー

トル）

納付すべき費用の額（円） 備考
 平日 休日
 昼間 夜間
 東蔵農村集落セン

ター

会議室及び老婦

研修室

126.30国会議員の選挙等の執行経費の基

準に関する法律（昭和25年法律第

179号）第９条第１項に掲げる額  黒沢農村集落セン

ター

会議室及び老婦

研修室

111.80

 北山農村集落セン

ター

会議室及び老婦

研修室

123.50

 魚津市上中島多目

的交流センター

多目的ホール 511.92魚津市上中島多目的交流センター

条例（平成20年魚津市条例第１号

）別表第１に掲げる額

 会議室１ 34.02
 会議室２ 45.36
 和室 68.45
 青島団地集会場 集会室 56.46国会議員の選挙等の執行経費の基

準に関する法律第９条第１項に掲

げる額

 道下団地集会場 集会室 56.46
 六郎丸団地集会場集会室 69.93
 川の瀬団地集会場集会室 70.25
 天王団地集会場 集会室 69.72
 上野方団地集会場集会室 68.94
 魚津市西布施地域

活性化センター

研修室Ａ 62魚津市西布施地域活性化センター

条例（平成29年魚津市条例第１号

）別表第１に掲げる額

 研修室Ｂ 49
 体育館 520
 魚津市大町コミュ

ニティセンター

２階大ホール 206魚津市コミュニティセンター条例

（令和２年魚津市条例第１号）別

表第１に掲げる額

 ２階研修室 60
 ３階研修室③ 60
 ３階視聴覚室 60
 魚津市村木コミュ

ニティセンター

１階多目的ホー

ル

90

 体育館 750
 魚津市下中島コミ

ュニティセンター

２階大会議室 98

 魚津市上中島コミ

ュニティセンター

２階集会室 143

 魚津市松倉コミュ

ニティセンター

ホール 106

 魚津市上野方コミ

ュニティセンター

２階研修室 102

 魚津市片貝コミュ１階研修室 117



 

 ニティセンター 体育館 539
 魚津市加積コミュ

ニティセンター

１階和室会議室 69

 １階多目的ホー

ル
481

 ２階研修室 63
 ２階和室会議室 91
 魚津市道下コミュ

ニティセンター

２階和室 57
 ３階大ホール 135
 魚津市経田コミュ

ニティセンター

１階ホール 78

 ２階第２研修室

（和室）
85

 ３階大ホール 125
 魚津市天神コミュ

ニティセンター

大会議室 69

 体育館 582
 魚津市本江地域交

流センター

多目的ホール 186魚津市本江地域交流センター条例

（令和５年魚津市条例第３号）別

表第１に掲げる額



【別記】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改正前 

 施設の名称 建物の屋室 会場の面積

（m２）

納付すべき費用の額（円） 備考
 平日 休日
 昼間 夜間
 魚津市上中島多目

的交流センター

多目的ホール 511.92魚津市上中島多目的交流センター

条例（平成20年魚津市条例第１号

）別表第１に掲げる額

 和室 68.45
 会議室１ 34.02
 会議室２ 45.36
 魚津市農村環境改

善センター

多目的ホール 481魚津市農村環境改善センター条例

（平成６年魚津市条例第17号）別

表第１に掲げる額

 和室会議室 91
 研修室 63
 魚津テクノスポー

ツドーム

アリーナ 2,400魚津テクノスポーツドーム条例（

平成９年魚津市条例第34号）別表

に掲げる額

 産業展示ホール 700
 研修室 144
 魚津市大町コミュ

ニティセンター

大ホール 206魚津市コミュニティセンター条例

（令和２年魚津市条例第１号）別

表第１に掲げる額  魚津市村木コミュ

ニティセンター

１階多目的ホー

ル

90

 体育館 750
 魚津市上野方コミ

ュニティセンター

２階研修室 102

 魚津市片貝コミュ

ニティセンター

１階研修室 117
 体育館 539
 魚津市西布施地域

活性化センター

体育館 520魚津市公民館条例（平成11年魚津

市条例第22号）別表第１に掲げる

額

 研修室A・研修

室B

111

 東蔵農村集落セン

ター

会議室及び老婦

研修室

126.30国会議員の選挙等の執行経費の基

準に関する法律（昭和25年法律第

179号）第９条第１項に掲げる額  黒沢農村集落セン

ター

会議室及び老婦

研修室

111.80

 北山農村集落セン

ター

会議室及び老婦

研修室

123.50

 青島団地集会場 集会室 56.46
 道下団地集会場 集会室 56.46
 六郎丸団地集会場集会室 69.93
 川の瀬団地集会場集会室 70.25
 天王団地集会場 集会室 69.72
 上野方団地集会場集会室 68.94



附　則  
この告示は、令和６年４月１日から施行する。


